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令和５年度川西市原油等高騰対策中小企業支援金　Q＆A 

 

よくお問い合せのある主な質問内容を記載しています。詳しくは、募集要項をご確認い

ただき、ご不明な点は、支援金事務局（072-744-5777）へお問い合せください。 

 

 

 

Ａ　次に掲げる項目を満たす方です。 

令和５年９月１日時点で市内に事務所又は事業所を有し、かつ市内で事業を継続する意

思を有する事業者で、以下に該当する者 

(1) 中小企業者 

(2) 下表に該当するもの 

 

 

　　※個人事業者の場合は、税務署に開業届書を提出しているもの 

 

その他、支援対象外となる要件については、『令和５年度川西市原油等高騰対策中小企

業支援金募集要項』をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 Ｑ１　支援対象者は？

 法人格 次に掲げる要件の全てを満たすもの

 医療法人 

社会福祉法人

常時使用する従業員の数が１００人

以下であること。

 企業組合 

協業組合 

集落営農組織 

一般社団法人 

一般財団法人

常時使用する従業員の数が３００人

以下であること。

 特定非営利活動法人 

公益法人 

学校法人

常時使用する従業員の数が３００人

以下であること。

支援対象者



Ａ　中小企業基本法第２条第１項に規定する法人または個人をいいます。 

 

 

 

Ａ　会社法上の会社を指すものと解しています。 

 　 また、下記の士業法人は、会社法の合名会社の規定を準用して実質的に会社形態をと

っていると認められることから、中小企業基本法に規定する「会社」の範囲に含むもの

として解しています。具体的には、以下のとおりです。 

（中小企業庁ＨＰ内 FAQ「中小企業の定義について」より） 

 

 

 

 

 

 

 Ｑ２　中小企業者とは？

  

支援対象者の業種分類

中小企業者（下記のいずれかを満たしていること）

 資本金の額又は 

出資の総額

常時使用する 

従業員の数

 ①製造業その他 3億円以下 300人以下 

 ②卸売業 1億円以下 100人以下 

 ③サービス業 5千万円以下 100人以下 

 ④小売業 5千万円以下 50人以下 

 Ｑ３　中小企業基本法上の「会社」の定義を教えてください。

  

会社法上の会社等

・株式会社　・合名会社　・合資会社　・合同会社 

・（特例）有限会社（会社法の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律）

  

士業法人

・弁護士法に基づく弁護士法人 

・公認会計士法に基づく監査法人 

・税理士法に基づく税理士法人 

・行政書士法に基づく行政書士法人 

・司法書士法に基づく司法書士法人 

・弁理士法に基づく特許業務法人 

・社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人 

・土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人



Ａ　各法人格の定義は以下のとおりです。 

 

中小企業者　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中小企業者をいう。 

集落営農組織　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第２３条第１項

の規定による認定を受けた団体をいう。 

特定非営利活動法人　特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項

に規定する特定非営利活動法人をいう。 

公益法人　公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第

４９号）第２条第３号に規定する公益法人をいう。 

学校法人　私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条に規定する学校法人をい

う。 

 

Ａ　申請事業者は、その所在地が市内・市外を問わず、市内に店舗・事業所を有する事業

者となります。 

 

Ａ　申請できません。基準日（令和５年９月１日）現在で事務所又は事業所を有し、かつ

市内で事業を継続する意思を有する事業者が対象となります。 

 

Ａ　市内に事業所・店舗がある場合は、市外の事業所・店舗で発生した経費も対象となり

ます。 

 

 

Ａ　市内に事業所を有していれば対象となります。ただし、市内に住民票があっても、市 

内に事業所がない場合は、対象外となります。 

 

 

 

 Ｑ４　法人格の定義を教えてください。

 Ｑ５　本店や主たる事務所の所在地が市外でも申請できますか。

 Ｑ６　令和５年１１月１日に開業しました。申請できますか。

 Ｑ７　市内に事業所・店舗がある場合、市外の事業所・店舗で発生した経費をこの支援

金の対象することができますか。

 Ｑ８　個人事業者で事業所は市内にありますが、代表者個人の住民票は市外です。申請

できますか。



Ａ　市内に複数の事業所がある場合でも、１事業者１回限りとなります。 

 

 

Ａ　法人全体の従業員数となります。 

 

 

 

 

Ａ　対象となる経費は、以下の通りです。 

業務を行う上で使用した光熱費（電気代、ガス代）及び燃料費（ガソリン、軽油、灯

油、重油）で、令和５年１月から９月までの間の任意の１月間に購入した金額の合計額 

 

 

Ａ　令和５年１月から９月の間の１月間であれば、種別ごとに別の月を指定しても問題あ

りません。 

 

 

Ａ　検針日または使用期間の末日が属する月を購入月とします。 

 

 

Ａ　申請画面の購入金額欄には、消費税込みの金額を記載してください。 

 

 

Ａ　支援金額は、支援対象経費に６を乗じて得た額の１０分の２以内とし、上限が４０万

円、下限が５千円です。 

　　質問の場合、支援金額は下記の計算のとおりです。 

 

 

 Ｑ９　市内で複数の事業所がありますが、それぞれで申請できますか。

 Ｑ１０　複数の事業所がある場合の従業員数の数え方はどうなりますか。

 Ｑ１１　どのような経費が対象ですか。

 Ｑ１２　燃料油、電力・ガスの購入月は種別ごとに別の月を指定してもよいですか？

 Ｑ１３　電力・ガスの購入月の基準日はいつですか？

 Ｑ１４　購入金額とは、消費税を含む金額ですか。

 Ｑ１５　支援対象経費が２０万円であった場合、支援金額はいくらになりますか？

支援対象経費

＝ ２４万円

支援金額 ＝ ２０万円 ×６×０．２



Ａ　他の支援対象経費の申請は不要です。上限４０万円のため、他の支援対象経費の申請

をおこなっても対象となりません。支援対象経費の中で金額の大きいものから申請する

とスムーズです。 

 

 

Ａ　複数の領収証などを撮影して添付して問題ありません。１つの添付ファイルに１つの

確認書類である必要はありません。 

 

 

  

 

Ａ　申請期間は、令和５年１１月１日(水)から令和５年１２月２８日(木)までとしていま 

　すが、予算に達し次第終了となります。 

 

Ａ　申請は電子申請のみです。 

お困りの場合は、支援金事務局へご相談ください。 

 

 

Ａ　｢購入年月日｣、｢購入金額｣がわかる書類が必要です。 

燃料油では、領収書、請求書、請求明細書などがあり、電力・ガスでは、領収書、請

求書、請求明細書、使用量のお知らせ、検針票などがあります。 

　　なお、申請の際は、領収書の「購入年月日」、「購入金額」の記載があることを確認

し、添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 Ｑ１６　燃料油（ガソリン）の申請だけで支援金の上限４０万円を超えてしまいます。

この場合であっても他の支援対象経費の申請は必要ですか？

 Ｑ１７　支援対象経費の確認書類に複数の領収証などを撮影して添付してよいですか？

 Ｑ１８　申請期間はいつまでですか。

 Ｑ１９　申請書の提出方法は、電子申請のみですか？

 Ｑ２０　確認書類にはどのようなものがありますか。

申請手続き



Ａ　「購入年月日」は検針日、「購入金額」は、使用料・利用料または電気料金・ガス料

金等として請求明細書、使用量のお知らせ、検針票などに記載されています。 

　　電力・ガスの契約先によって様式等が異なりますので不明点等ありましたら支援金事

務局へご相談ください。 

 

 

Ａ　「２　申請者事業者の情報２」の「主な市内の事業所・店舗」に入力した事業所の写

真を添付してください。 

 

 

Ａ　書類の不備等がなければ、交付申請の日から３０日以内に支払いを予定しています。

 Ｑ２１　電力・ガスの「購入年月日」、「購入金額」はどの書類に記載されています

か？ 

 Ｑ２２　市内に複数の事業所がある場合、「８　事業所の所在確認」にはどの事業所の

写真を添付すればよいですか？

 Ｑ２３　支援金の支給はいつ頃ですか？


